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（ふりがな） 

税務署長 殿 

報 

 

 

告 

 

 

者 
                                 ㊞ 

  酒税法施行令第54条の２第１号の規定により下記のとおり報告します。 

 

                         記 

      設 置 す る      

 蔵置所を          製造場又は       

      廃 止 し た      

 販 売 場 の 所 在 地 及 び 名 称                 

  （電話） 
 
 
      局 

      番 

 設置する 

     蔵置所の所在地及び名称             

 廃止した 

 

 設   置 
         年 月 日         
 廃   止 

  平成  年  月  日 

 設 置 す る 期 間                 
 
  上記「設置年月日」から 平成  年  月  日までの間 

 蔵 置 す る 酒 類 の 範 囲                 
   （ 品 目 等 ） 

 

 蔵 置 能 力                 
  製造場又は販売場から 

 
 の距離及び所要時間           

 

 設 置 の 目 的 又 は 廃 止 の 理 由                 

 

 

 そ の 他 の 参 考 事 項                 

 

 

 

 

 

酒 税 



酒類蔵置所設置・廃止報告書（CC1-5156）の記載要領 

 

１ この報告書は、酒類の蔵置所を設置又は廃止しようとする場合に、製造場又は販売場の所在 

 地の所轄税務署長に提出してください。 

  なお、製造場又は販売場の所在地の所轄税務署長と蔵置所の所在地の所轄税務署長とが異な 

 る場合には、製造場又は販売場の所在地の所轄税務署長あてとし、その所轄税務署長又は蔵置 

 所の所在地の所轄税務署長のいずれかに提出してください。 

２ 一つの蔵置所を利用する自己の製造場又は販売場が複数ある場合には、蔵置所を主に管理す 

 る製造場又は販売場の所在地の所轄税務署長あてとし、「別紙 蔵置所を設置する・廃止した 

 製造場又は販売場の一覧」（CC1-5156-2）を添付して、その所轄税務署長又は蔵置所の所在地

の所轄税務署長のいずれかに提出してください。 

  この場合、「蔵置所を設置する・廃止した製造場又は販売場の所在地及び名称」欄は、「別 

 紙のとおり」と、また、「製造場又は販売場からの距離及び所要時間」欄は、蔵置所を主に管 

 理する製造場又は販売場からの距離及び所要時間を、それぞれ記載してください。 

３ 「設置する期間」欄は、蔵置所の設置期間が予め確定している場合に、その満了日を記載し、 

 確定していない場合は記載しないでください。 

  この欄に記載がある場合には、その日をもって蔵置所の廃止報告書が提出されたものとみな 

 します。 

４ 蔵置所の設置期間など報告した事項に異動が生じた場合には、速やかに、異動後の内容を記 

 載し、上記１又は２に準じて提出してください。 

５ 「その他の参考事項」欄は、設置する蔵置所での酒類の管理方法等について記載してくださ 

 い。 

６ 不要の文字は抹消してください。 

７ ※印欄は記載しないでください。 


